
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
二
十
五
号

漁
業
財
団
抵
当
登
記
規
則

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

及
び
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
漁
業
財
団
抵
当
法
（
大
正
十
四
年

法
律
第
九
号
）
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
漁
業
財
団
抵

当
登
記
取
扱
手
続
（
大
正
十
四
年
司
法
省
令
第
十
六
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
工
場
抵
当
登
記
規
則
の
準
用
）

第
一
条
　
漁
業
財
団
抵
当
法
に
よ
る
漁
業
財
団
の
登
記
に

つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の

ほ
か
、
工
場
抵
当
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令

第
二
十
三
号
）
中
工
場
財
団
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す

る
。

（
表
題
部
の
登
記
事
項
）

第
二
条
　
主
と
し
て
漁
業
権
を
も
っ
て
組
成
す
る
漁
業
財

団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
の
登
記
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
漁
業
の
種
類
及
び
名
称

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

三
　
漁
場
の
位
置

四
　
主
た
る
営
業
所

２
　
主
と
し
て
船
舶
（
船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令

第
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
た
船
舶
を
い
う
。
）

を
も
っ
て
組
成
す
る
漁
業
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部

の
登
記
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
船
舶
登
記
令
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項

二
　
漁
業
の
種
類

三
　
主
た
る
営
業
所

３
　
主
と
し
て
水
産
物
の
養
殖
場
を
も
っ
て
組
成
す
る
漁

業
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
の
登
記
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
養
殖
場
の
名
称
及
び
位
置

二
　
漁
獲
物
の
種
類

三
　
主
た
る
営
業
所

（
漁
業
権
の
記
録
）

第
三
条
　
漁
業
財
団
目
録
に
漁
業
権
を
記
録
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
存
続
期
間

二
　
漁
場
の
位
置

三
　
漁
業
の
種
類
及
び
名
称

四
　
漁
獲
物
の
種
類

五
　
漁
業
の
時
期

六
　
免
許
に
付
し
た
条
件
又
は
制
限

七
　
免
許
の
年
月
日
及
び
免
許
番
号

（
土
地
の
使
用
権
の
記
録
）

第
四
条
　
漁
業
財
団
目
録
に
土
地
の
使
用
権
を
記
録
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
土
地
の
所
在
す
る
市
、
区
、
郡
、
町
、
村
及
び
字

並
び
に
当
該
土
地
の
地
番

二
　
使
用
の
目
的

三
　
使
用
の
範
囲

四
　
使
用
の
時
期
及
び
期
間

五
　
許
可
の
年
月
日

六
　
使
用
料
又
は
補
償
金
及
び
そ
の
支
払
時
期

（
水
面
の
使
用
権
の
記
録
）

第
五
条
　
漁
業
財
団
目
録
に
水
面
の
使
用
権
を
記
録
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
水
面
の
位
置
及
び
面
積

二
　
使
用
の
目
的

三
　
使
用
の
時
期
及
び
期
間

四
　
許
可
の
年
月
日

五
　
使
用
料
及
び
そ
の
支
払
時
期

（
引
水
又
は
排
水
に
関
す
る
権
利
の
記
録
）

第
六
条
　
漁
業
財
団
目
録
に
引
水
又
は
排
水
に
関
す
る
権

利
を
記
録
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
存
続
期
間

二
　
水
路
の
位
置

三
　
水
量
（
水
量
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
引
水
権
に
あ
っ
て
は
水
路
の
取
入
口
、
排
水
権

に
あ
っ
て
は
そ
の
排
出
口
に
お
け
る
水
路
の
断
面
積

及
び
流
速
）

四
　
許
可
の
年
月
日

五
　
使
用
料
及
び
そ
の
支
払
時
期

（
漁
網
の
記
録
）

第
七
条
　
漁
業
財
団
目
録
に
漁
網
を
記
録
す
る
と
き
は
、

そ
の
大
き
さ
及
び
個
数
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
記
及
び
登
録
が
さ
れ
て
い
な
い
船
舶
の
記
録
）

第
八
条
　
漁
業
財
団
目
録
に
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

船
舶
及
び
工
場
抵
当
登
記
規
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
小
型
船
舶
以
外
の
船
舶
を
記
録
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

端
舟
そ
の
他
の
舟
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
船
舶
の
長
さ
、
幅
及
び
隻
数
を
記
録
す
れ
ば
足
り

る
。

一
　
船
名

二
　
船
舶
の
種
類
（
帆
船
（
主
と
し
て
帆
を
も
っ
て
運

航
す
る
装
置
を
有
す
る
船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
汽
船
（
機
械
力
を
も
っ
て

運
航
す
る
装
置
を
有
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
、
帆
船
で

な
い
も
の
を
い
う
。
）
の
別
を
い
う
。
）

三
　
総
ト
ン
数

四
　
進
水
年
月

（
ひ
び篊

の
記
録
）

第
九
条
　
漁
業
財
団
目
録
に

ひ
び篊

を
記
録
す
る
と
き
は
、
柵

の
数
及
び
一
柵
当
た
り
の
株
数
を
記
録
す
る
も
の
と
す

る
。

（
所
有
権
の
保
存
の
登
記
の
添
付
情
報
）

第
十
条
　
漁
業
財
団
に
つ
い
て
所
有
権
の
保
存
の
登
記
の

申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
そ
の
申

請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
漁
業
財
団
に
属
す
る
漁
業
権
が
あ
る
と
き
は
、
漁

場
の
図
面

二
　
漁
業
財
団
に
属
す
る
工
作
物
で
あ
っ
て
漁
場
の
外

に
建
設
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
配
置
を
記

録
し
た
図
面

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
面
は
、
漁
場
ご
と
に
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八

号
）
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定

は
、
第
一
項
各
号
の
図
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
存
期
間
）

第
十
一
条
　
漁
業
財
団
目
録
及
び
前
条
第
一
項
各
号
の
図

面
は
、
漁
業
財
団
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
た
日
か
ら
二

十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日

（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
未
指
定
事
務
に
係
る
旧
登
記
簿
）

第
二
条
　
不
動
産
登
記
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
よ
る
指

定
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
第
三
条
指
定
」

と
い
う
。
）
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
指

定
を
受
け
て
い
な
い
事
務
に
つ
い
て
の
新
令
（
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
財
団
抵
当
登
記
規
則
を
い

う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
二
条
中
「
登
記

記
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
簿
」
と
、
同
令
第
十
一
条

中
「
登
記
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
用
紙
」
と
す

る
。
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